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市
で
は
、
平
成
２３
年
３
月
に
か

け
て
、
豊
田
地
域
の
「
家
屋
全
棟

調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
現
在
家
屋
台
帳

に
登
録
し
て
あ
る
情
報
を
基
に
、

増
築
や
未
調
査
に
よ
る
課
税
漏

れ
、
取
り
壊
し
な
ど
が
あ
る
家
屋

を
調
べ
、
既
に
課
税
さ
れ
て
い
る

家
屋
と
の
公
平
を
期
す
こ
と
を
目

的
に
行
う
も
の
で
す
。

　
調
査
の
際
、
所
有
者
、
建
物
の

用
途
、
土
地
の
利
用
状
況
な
ど
に

つ
い
て
も
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
期
間
　
平
成
２３
年
３
月
ま
で

調
査
対
象
　
豊
田
地
域
の
全
家
屋

調
査
地
区
　
豊
田
地
域
全
域

調
査
員
　
　
市
の
職
員

※
身
分
証
を
携
帯
し
、
名
札
を
着

用
し
ま
す
。

そ
の
他

○
家
屋
の
滅
失
が
確
認
で
き
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
へ
滅

失
届
を
送
付
し
ま
す
。
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
市
役
所
税
務

課
ま
た
は
豊
田
支
所
地
域
振
興

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
翌

年
度
よ
り
課
税
さ
れ
な
く
な
り

ま
す
。

○
課
税
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
を
発

見
し
た
場
合
は
、
市
か
ら
改
め

て
ご
連
絡
し
、
家
屋
の
評
価
を

お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
場
合

や
、
家
屋
を
建
築
し
た
の
に
家

屋
の
評
価
が
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は
、
市
へ
速
や
か
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
税
務
課
資
産
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
２
６
）

豊
田
地
域
の
家
屋
全
棟
調
査
を
実
施
し
ま
す

　
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
と
は

　
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
光
化
学

オ
キ
シ
ダ
ン
ト
（
光
化
学
ス
モ
ッ

グ
）
の
濃
度
が
上
昇
し
や
す
く
な

り
ま
す
。

　
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
と
は
、

自
動
車
や
工
場
な
ど
か
ら
排
出
さ

れ
る
窒
素
酸
化
物
や
揮
発
性
有
機

化
合
物
が
、
太
陽
の
強
い
紫
外
線

を
受
け
、
光
化
学
反
応
を
起
こ

し
、
発
生
す
る
物
質
で
す
。

　
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
濃
度
が

上
昇
す
る
と
、
空
に
白
い
も
や
が

か
か
っ
た
よ
う
な
状
態
（
光
化
学

ス
モ
ッ
グ
）
に
な
り
、
目
が
チ
カ

チ
カ
し
た
り
、
の
ど
が
痛
む
な
ど

の
症
状
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　
注
意
報
な
ど
が
発
令
さ
れ
た
ら

　
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
濃
度
が

基
準
値
を
超
え
、
気
象
状
況
な
ど

か
ら
そ
の
状
態
が
継
続
す
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
光
化
学
オ

キ
シ
ダ
ン
ト
注
意
報
や
警
報
が
発

令
さ
れ
、
防
災
行
政
無
線
な
ど
を

通
じ
て
情
報
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　
注
意
報
の
段
階
で
は
感
受
性
の

高
い
人
が
、
目
や
の
ど
に
刺
激
を

感
じ
る
程
度
で
、
症
状
も
一
過
性

の
も
の
で
す
。

　
注
意
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に

は
次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

①
屋
外
で
の
激
し
い
運
動
を
控
え

ま
し
ょ
う
。

②
目
、
の
ど
の
痛
み
を
感
じ
た
と

き
は
、
目
を
洗
い
、
う
が
い
を

し
ま
し
ょ
う
。

③
症
状
に
よ
っ
て
は
医
療
機
関
を

受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
体
に
異
常
を
感
じ
た
方

は
、
市
役
所
環
境
課
へ
状
況
を
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
環
境
課
環
境
係

☎
�
2
１
１
１(

内
線
２
４
７
）

　平成２３年７月の地上アナログ放送終了をひか
え、テレビの不法投棄が増加すると予想されま
す。
　そこで、市では、今年度から平成２３年度にか
けて、市内の監視パトロールを実施しています。
　不法投棄は犯罪です。また、環境にも悪影響
を与えます。
　不法投棄を防ぐため、土地の所有者の皆さん
は、土地を清潔にするなど、管理を十分行い、
不法投棄されない環境を保ちましょう。

不法投棄

監視パトロール実施中！

　
　中野まなびぃ塾は、市が行っている仕事を講座のメニューとして、市民の皆さんが「知りたい、聞きた
い」講座を選んでいただき、市の職員が講師となって皆さんの地域に出向き、お話しするものです。講師
料は無料ですので、お気軽にご利用ください。開催要件は、市民の方で５人以上の参加者がいることです。
問い合わせ先　中野市教育委員会生涯学習課生涯学習推進係☎(３８）３１１２(内線５４１)
メールアドレス　shogai＠city.nakano.nagano.jp

～市が行っている仕事について学びませんか～
　　60 のメニューで申し込みをお待ちしています中野まなびぃ塾

番号 講　　座　　名 番号 講　　座　　名 番号 講　　座　　名
１ もしものときに備えて 21 明るい家庭づくり 41 水道事業について
２ 情報公開と個人情報の保護 22 子どもの健康づくり 42 普通救命講習会
３ これはどこの課へいけばいいの？ 2３ ごみと資源物の正しい分け方 4３ 防火講話
４ 広報紙の作り方 24 中野市の文化芸術活動 44 教育委員会の仕事
５ 認可地縁団体について 25 スポーツで育む豊かな時間 45 学ぶための援助制度
６ 中野市の行政改革 26 交通事故ゼロをめざそう 46 学校給食と子どもの健康
７ 中野市の統計 27 悪質商法にあわないために 47 生涯学習って何だろう？
８ 中野市総合計画 28 振り込め詐欺にあわないために 48 子どもたちに本の楽しさを
９ 中野市地域情報化計画 29 差別のない明るいまちづくり 49 中野市の文化財【新規】
1０ 中野市の台所状況 ３０ 男女共同参画について 5０ 中野市をもっと知ろう
11 市税のあらまし ３1 中野市の農業の概要 51 公民館の仕事と分館活動
12 いつまでも健康でいたい ３2 森林のもつ役割について 52 図書館のしごと
1３ 介護保険制度について ３３ 観光施設と観光宣伝 5３ 子どもと楽しむ読み聞かせ
14 高齢者のための保健福祉サービス ３4 中心市街地のまちづくり 54 議会の仕組みと役割

15 はじめましょう！介護予防守りましょう！自分の権利
３5 中野市内の道路と河川 55 農地の売買・賃借はどうすればいいの
３6 中野市の公園づくり 56 農業者のための年金制度について

16 国民健康保険の仕組み ３7 中野市の街路事業 57 農家の家族経営協定とは
17 障害のある方の自立支援 ３8 うるおいのあるまち並み景観づくり 58 選挙制度と選挙管理委員会の仕事18 後期高齢者医療制度のしくみ ３9 花のまちづくり
19 子育て支援 4０ 下水道のあらまし 59 監査委員の役割
2０ 健全な青少年の育成 6０ 固定資産評価審査委員会の役割

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
気
軽
に
音
楽

に
親
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、

「
中
野
市
と
き
め
き
手
づ
く
り
コ

ン
サ
ー
ト
補
助
金
」
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

補
助
金
交
付
対
象
　
市
内
に
在
住

す
る
市
民
３
人
以
上(

代
表
者
を

含
む）

で
つ
く
る
グ
ル
ー
プ
が
、

３0
人
以
上
が
参
加
で
き
る
市
内
の

施
設
で
企
画
・
運
営
す
る
コ
ン

サ
ー
ト(

公
共
施
設
・
民
間
施
設

の
別
は
問
い
ま
せ
ん）

対
象
期
間
　
平
成
２３
年
３
月
３1
日

ま
で

補
助
金
の
対
象
　
演
奏
家
へ
の
謝

礼
と
旅
費(

主
催
者
本
人
が
出
演

す
る
も
の
で
な
い
こ
と）

補
助
金
の
交
付
額
　
主
催
者
１
グ

ル
ー
プ
に
つ
き
５
万
円
以
内

補
助
金
交
付
の
申
請
　
補
助
金
交

付
申
請
書
に
、
次
の
書
類
を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　

①
企
画
書

　

②
収
支
予
算
書

　

③
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め

る
書
類

※
補
助
金
交
付
決
定
を
受
け
た
場

合
は
、
事
業
完
了
後
に
「
実
績

報
告
書
」
「
実
績
調
書
」
「
収

支
精
算
書
」
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
文

化
振
興
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
９
４
）

光
化
学
オ
キ
シ
ダン
ト
に

注
意
し
ま
しょう

問い合わせ先
市役所環境課衛生係
☎(２２）２１１１(内線２４５）

手づくりコンサートへ
補助金を交付します

▲昨年のコンサートの様子


